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４
月
１
日
か
ら
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」（
別
表
）
が
始
ま
り
ま
す
。
被
保
険
者
に
は
、

３
月
中
に
保
険
証
を
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
は
、
原
則
と
し
て
４
月
の
年
金
支
給
分
か
ら
、
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

老
人
保
健
制
度
で
医
療
を
受
け
て
い
る
人
へ

　

被
保
険
者
に
は
、
３
月
中
に
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

の
保
険
証
を
送
付
し
ま
す（
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　

４
月
１
日
以
降
、
医
療
機
関
な
ど
受
診
の
際
に
は
、
新
た

な
保
険
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ま
で
の
国
民
健
康

保
険
や
被
用
者
保
険
な
ど
の
保
険
証
お
よ
び
老
人
保
健
医
療

受
給
者
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

５
月
以
降
に
誕
生
日
を
迎
え
て
被
保
険
者
に
な
る
人
は
、

被
保
険
者
に
な
る
月
の
前
月
に
保
険
証
を
送
付
し
ま
す
。

＊
保
険
証
を
送
付
し
ま
す
＊

対 象 者
（被保険者）

75 歳以上の人および一定の障害がある 65
歳以上の人

保 険 証 一人に１枚、新しい保険証を送付します。

保 険 料 被保険者全員が納付。原則として年金から
徴収します。

負 担 割 合 医療費の自己負担は１割、現役並み所得者
は３割です。

制 度 運 営 福岡県後期高齢者医療広域連合（県内全市
町村が加入）

市町村の役割 申請や届出の窓口業務。保険料徴収業務。

（別表）後期高齢者医療制度の主な概要

　後期高齢者医療制度や保険料にかかる電話などでのお
問い合わせ窓口（コールセンター）を、３月 10 日から 10
月末まで、福岡県後期高齢者医療広域連合に設置します。
　新しい制度についてのご不明な点など、お問い合わせく
ださい。

福岡県後期高齢者医療広域連合コールセンター
　受付時間　８：30 ～ 17：30（土、日、祝休日を除く）
　　☎ 651－3111
　　FAX（言語、聴覚などに障害がある方用）651－3901

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

保
険
料
の
徴
収
が

始
ま
り
ま
す

　

特
例
措
置
と
し
て
、
９
月
ま
で
の
保
険
料
の
徴
収
は
あ

　

り
ま
せ
ん
。

①
年
金
額
が
18
万
円
以
上
で
、
か
つ
、
介
護
保
険
料
と
合

　

わ
せ
た
保
険
料
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１
以
下
の
人

　

…
…
４
月
以
降
、
年
金
支
給
期
（
年
６
回
）
に
年
金
か

　

ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
ア
〜
ウ
に
該
当

　

す
る
場
合
は
、
７
月
〜
９
月
は
納
付
書
で
納
付
し
、
10

　
月
以
降
は
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

　

ア　

被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
本
人
で
あ
っ
た
人

　

イ　

一
定
の
障
害
が
あ
る
65
歳
以
上
74
歳
以
下
の
人　

　
　
（
障
害
を
事
由
と
し
て
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対

　
　

象
と
な
る
人
）

　

ウ　

保
険
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
所
得
の
申
告
が
行

　
　

わ
れ
て
い
な
い
世
帯
に
属
す
る
人

②
①
以
外
の
人

　

…
…
７
月
以
降
、
９
回
に
分
け
て
納
付
書
ま
た
は
口
座

　

振
替
で
納
付
し
ま
す
。

※　

被
用
者
保
険
（
政
府
管
掌
お
よ
び
組
合
管
掌
保
険
、

　

船
員
保
険
、
共
済
組
合
な
ど
。
国
民
健
康
保
険
は
該
当

　

し
ま
せ
ん
。）
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
に
つ
い
て
は
、

な
い
か
に
よ
り
、
加
入
す
る
医
療
保
険
、
保
険
料
、
一
部

負
担
の
割
合
な
ど
が
異
な
り
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
、
関
係
文
書
を
既
に
送
付
し
て
い
ま
す
が
、

被
保
険
者
に
な
ら
な
い
こ
と
を
選
択
さ
れ
る
場
合
で
、
ま

だ
申
し
出
を
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、
お
早
め
に
役
場
住
民

課
ま
で
申
し
出
く
だ
さ
い
。

障
害
を
事
由
に
老
人
保
健
の

適
用
を
受
け
て
い
る
人
は

選
択
が
で
き
ま
す

　

一
定
の
障
害
が
あ
る
65
歳
以
上
74
歳
以
下
の
人
で
、
現

在
、
老
人
保
健
の
適
用
を
受
け
て
い
る
人
は
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
対
象
に
な
り
ま
す
が
、
申
し
出
に
よ
り
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
に
な
ら
な
い
選
択
が
で
き

ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
、
被
保
険
者
に
な
る
か
な
ら

　

合
併
研
究
会
だ
よ
り
「
み
ん
な
で
考
え
よ
う  

ま
ち

の
未
来
」
は
、
糟
屋
６
町
合
併
研
究
会
事
務
局
の
都
合

に
よ
り
、
当
分
の
間
休
止
し
ま
す
。

　

保
険
料
は
原
則
と
し
て
年
金
か
ら
の
天
引
き

と
な
り
ま
す
が
、
年
金
額
な
ど
に
応
じ
て
次
の

２
通
り
に
分
か
れ
ま
す
。

電話などでのお問い合わせ窓口
（コールセンター）を設置します


